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１ 調査期間 

平成３０年１０月２日（火）から１０月４日（木）まで 

 

２ 調査場所 

（１） 岐阜県岐阜市 

（２） 愛知県豊田市 

（３） 滋賀県米原市 

 

３ 調査事項 

（１） 子ども・若者支援施策について 

ア 岐阜市子ども・若者総合支援センター”エールぎふ”について 

（２） 地域力支援及び協治施策について 

イ ラグビーワールドカップ開催に向けた取組について 

（３）教育施策について 

ウ 給付型奨学金制度について 

 

４ 出席委員氏名 

加 藤   拓 君   はねだ 福 代 君   坂 井 ユカコ 君 

  大 瀬 康 介 君   あ べ きみこ 君   は ら つとむ 君 

  田 中  友 君   加 納   進 君 

 

５ 同行理事者職氏名 

教育委員会事務局参事  

宮 本 知 幸 君 

 

６ 随行事務局職員 

  調査主査        議事書記 

  川 瀬 勝 典 君   大 場 智 加 君 

 

７ 調査概要 

別紙のとおり 



 

調査概要 【岐阜市】 
 

 

１ 市の概要 

  岐阜市（ぎふし）は、岐阜県の中南部に位置し濃尾平野の北端に当たる。また、同県の県

庁所在地である。北部には山林を有し、南部には市街地が広がっている。また市内を横切る

ように、北東から南西にかけて長良川が流れており、市の大部分は長良川と支流の扇状地と

自然堤防地帯にあたる。この長良川は日本三大清流の一つと言われ、中流域が 1985年（昭

和 60年）に「名水百選」に、また 1998年（平成 10年）に「日本の水浴場 55選」に、2001

年（平成 13年）に「日本の水浴場 88選」に選定されている。 

平成 30年９月１日現在、人口は 410,252人、面積は 203.60平方キロメートルである。 

（参考資料／岐阜市ホームページ ほか） 

 

２ 調査事項 

（１）子ども・若者支援施策について 

ア 岐阜市子ども・若者総合支援センター”エールぎふ”の概要 

岐阜市では、日常生活又は社会生活を営む上で様々な悩み又は困難を有する子ども・

若者に対し、その特性、発達段階、生活環境その他の状況に応じ、福祉、教育その他

の関連分野における知見を総合した支援を行い、子ども・若者の福祉の向上、健全育

成及び社会的自立を図るため、平成 26年４月に「子ども・若者総合支援センター”エー 

ールぎふ”」を設置した。  

０歳から 20歳前の子ども・若者に関するあらゆる悩み・不安の相談に対応し、ワン

ストップで総合的に相談・支援を行うとともに、発達段階に応じて継続的に支援して

いる。 

また、悩みや困難を抱える子ども・若者本人、保護者、教員、保育士などさまざまな

方からの相談を受けるとともに、庁内、国や県の機関、学校、幼稚園、保育所、ＮＰ

Ｏ法人などと連携することにより、問題の改善、解決をサポートしている。 

 

３ 主な質疑応答等 

Ｑ：発達の相談が多いのかなと思うんですけれども、発達支援センターの機能はもう含

まれているわけですよね。それとも別に発達支援センターはあるんですか。 

Ａ：県の発達障害支援センターが別にございます。 

Ｑ：市の事務の発達支援センターの機能はこちらにあるということですよね。 

Ａ：そうです。 

Ｑ：発達障害が疑われる子どもに対する支援は、専門職等を雇用して、直接行われてい

るんでしょうか。 

Ａ：子どもに対する支援は、このエールぎふの中でやっております。一部国の補助金を

もらっておりますが、一応直営です。 

Ｑ：私どもの区は、児童発達支援センターは委託をしています。ここは基本的には全て

直営で、委託等は使われていないんですね。 



 

Ａ：そうです。このエールぎふ自体の業務については委託しておりません。 

Ｑ：虐待に関してなんですけれども、児童相談所は岐阜市内にあるんですか。 

Ａ：岐阜県下に４カ所児童相談所がありますが、そのうち中央子ども相談センター、中

央管轄が岐阜市六条、県庁のそばにございます。 

Ｑ：御市は中核市ですよね。児童相談所を市としてやるという計画はないのですか。 

  Ａ：目黒区での結愛ちゃん５歳児の事件を受けまして、国のほうも緊急な閣議をして対策

を打ち出されておりまして、中核市も設置という動きが今後はもっと強くなってくる

のかなと見ているんですけれども、一時保護、施設入所、療育手帳、あと障害の入所

もやらなければならないといった、児童相談所が持つ機能の専門性を持つ職員が全く

いないものですから、現在は考えていません。 

Ｑ：分かりました。 

    それと虐待の相談件数ですけれども、「１８９」が導入され、２年くらい経つでしょ

うか。それから通報の件数は減りましたか。 

Ａ：こちらに直接来る児童虐待の専用ダイヤルを持っておりますが、直接入る件数はあ

まり変わっていません。うちは少ない年の次は多いという、何かでこぼこがあるんで

すけれども、中央の児童相談所には、もうものすごい件数の虐待の電話が上がってき

ております。今、面前ＤＶといって、保護者が子どもの目の前でけんかをしても虐待

です。警察から児童相談所に通告されてしまいますとすぐ家庭訪問をして確認するな

りしないといけないものですから、職員がフル回転しているというような状況がござ

いますので、軽微な案件については少し市のほうで対応するとか、その辺の役割分担

を今、県と打ち合わせをしているところです。 

Ｑ：資格を所持している職員の数を見ると、教員の資格を持っている方が多いですよね。

この先生は、現在どういう仕事をされているんですか。 

Ａ：今、小・中の教員免許を持つ職員が多く働いている係は、発達支援、学齢期の発達

の相談の係と、教育支援、不登校の実際の対応の教室、あと義務教育後の対応の才能

伸長・自立支援係に教員職がたくさんいます。 

Ｑ：皆さん現役の先生ですよね。 

Ａ：多くは退職です。 

特に、特別支援学級とか通級で指導が上手だった先生とか、そういう先生をこちらへ

お招きして、あとスクールソーシャルワーカーは現在３名、皆、教頭職を経験してい

た職員です。 

Ｑ：私からは具体的な話をお伺いしたいんですけれども、皆さんから相談を受ける中で、

家庭内の引きこもりの若者とか中年以上の人がいるんですけれども、その状態と、あ

と不登校、そういうのを見るに、この子どもたちを、私たちはどうやって直していこ



 

うかというところで、皆さんどういうような形で直っていくのか、それとも直らない

のか、あるいは対症療法的なことをやっていらっしゃるのか、その辺を何かあればお

願いします。 

Ａ：いろんな事例があって、なかなか簡単に支援が入らないところもあるんですけれど

も、例えば事例を申し上げると、小学校１年生で、父、母、子どもが住む家庭で、一

番最初のＳＯＳは、保護者から子どものかんしゃくがものすごくて、このままだと自

分の子どもに手をかけてしまうというような訴えが総合センターに入りました。 

    いろいろ話を聞くと、やはり不登校になっていて、お母さんへの暴力がある、家庭自

体の問題は生活困窮、お父さんもお母さんも無職、養育能力も非常に低い、さらにお

母さんはメンタルの疾患を持っているということで、もう完全に社会の関わりがない、

孤立してしまっているケースでした。 

    まずは、その子どもと父母を呼んで、面談をしてアセスメントをします。その子ども

が何らかの発達障害のような特性を持っていて、学校になかなか行きづらいというよ

うなところがありましたので、子どもに発達検査をして、その子の特性を確認する。

確認をしたら、意外と社会適応能力はあるんじゃないかという見立てができて、ただ、

そのときには小学校１年生でおむつがとれていませんでした。それでうちの自立支援

教室に通わせて、トイレトレーニングから始めました。それでおトイレが少しできる

ようになりました。 

    それに合わせてお母さんと子ども、それぞれカウンセラーがカウンセリングをしまし

た。それぞれが自分の気持ちを話せるだけ話すことで、受け止めてもらえる、聞いて

もらえる、責められない場所が確保できました。そういう中で、少しずつこのままの

生活じゃいけないといって、生活習慣の立て直しに気づくようなフォローをやりまし

た。 

    あとは、児童相談所、警察、もう全てが集まったケース会議を開いて、児童相談所は

いつでも一時保護できるような態勢をとってくださいという役割をお願いしました。

警察は、できるだけ夜間巡回をして、その暴力行為によって何かが起きないかをでき

る範囲で見守りましょう。あとは何かあったときには110番をすぐしてくださいと言っ

ておいて、その電話があったときには、態勢だけ警察で整えましょうというふうにし

てくださいました。学校は、エールぎふと連携して定期的に家庭訪問をしました。一

方で、家賃滞納のためにアパートを追い出されますという話があったので、生活保護

の担当につなぎます。 

    そういう細かい支援を入れながら、少し学校に行けるようになったことで、母の負担

が下がり、父の就労意欲が湧き、働くことができて学校に行けるようになったという

ような、本当に数少ないうまくいったケースですけれども、結局は、そういう支援を



 

ああでもない、こうでもないと、いろいろ組み合わせながら支援をしているというよ

うな実態があります。 

Ｑ：とても参考になります。 

    生活困窮というところがやはり一番のネックになるのかなと思いました。今、要は給

与が上がっていなくて、計算すると、実質的に手取りが減っちゃって苦しいという状

況で、やはり子育てにかかれない、あるいは共働きでほとんど誰も面倒が見られない、

特に、おむつがとれるまで、トイレの習慣を付けるというのも結構大変ですよね。そ

れができていないとなると、やはり親から教育していかなくちゃいけない可能性もあ

りますよね。結局、そういう家庭環境が発達障害と結び付いて、それで不登校とかに

なってきちゃった。 

    これで、大人になっちゃった人をどうやって変えていこうかなというのがあって、私

の知っているケースですと、学生時代にいじめに遭って、社会へでてからは上司から

のセクハラで、完全にそれから社会で生きられなくなっちゃって、20年くらい引きこ

もって、今、保護するような形で治療する方向でいるんですけれども、そういった方

はどうやって直していったらいいのかなと思って。年とっちゃっている方なんですけ

れども。 

Ａ：そうですね、それはよく言われるんですけれども、年齢が大きくなって、そういう

状況になっている方々に、まだ福祉は支援をするすべをあまり持っていないです。う

ちも二十歳以上の人にまだ関わるというところまで手を広げられないような状況です。 

    基本的には、今、19歳、20歳で来ている子たちは、うまく支援していかないとそうな

るなというのが、私たち職員でも感じるものですから、必要に応じて手帳を取らせる

とか、上手に医療機関につなげるとか、社会福祉サービスに乗せるとか、とにかく居

場所を、ＮＰＯ法人にお願いをしたりとか、そういうことが精いっぱいな状況で、お

っしゃるように、もう既に引きこもってしまっているような人たちをどうしていくか

というのは、どうしていくのがいいのか。 

Ｑ：そうですね、その家庭の場合は、ご両親も80歳に達し、もう面倒見切れないと、何

とか助けてくれというような話になってしまって、結局、生活保護を受けさせて、こ

れから支援を使いながらやっていくしかないのかなと思うんですけれども、ただそう

なる前に、20年前に言ってくれよと思うんですけれども、そこですよね。 

Ａ：そうですね、例えば40代の人であっても、恐らく、学齢期とかどこかで保護者も困

っていただろうと思うんですよね。そこにどう支援していくのがよかったかという、

結局私たち、そういう繰返りしかできなくて、もっと早くそれができるように、敷居

を低く低くやってはいるつもりです。 

Ｑ：でもこういう取組を見ているとすばらしいなと思いまして、実際、子どもがちゃん



 

と来ていると、また相談してくるということは、これはどういうふうに浸透させたら

そうなるのか。そういうことは、誰にも相談しようとしないわけじゃないですか。そ

れをここに電話させるというのは、何かうまい作戦でもあるのかなと。なかなか自分

じゃやらないでしょう。 

Ａ：そうですね、そのきっかけは、川崎で少年たちに暴行されて亡くなって、何で周り

の大人、誰にもしゃべらなかったのかと職員で話したのがきっかけです。 

    たくさんお電話はあるんですけれども、多くはふざけた電話もあり、エッチな話を相

手してほしいとか、そういう電話も結構あるんですけれども、ひょっとしたらその裏

に何かあるかもしれんと思うので、職員も正規は24時間携帯持って、一応話を聞くよ

うにしているのと、あと、その中の本当に１件、２件ですけれども、メールでリスト

カットしていますとか、そういうことをぽろぽろっと書いてくる子がいるんですね。

そこにうまく返すと、何回も繰り返すんですけれども、少し信頼してくるというよう

なところがあるので、その返し方は、うちの専門性を高めていかないといけないので

すけれども。 

    意外と大事に持っていてくれる子どもがどうも少しはいるらしいのは、学校の先生か

ら配っていただいているからだと思います。 

Ｑ：あと、もう一件のケースですと、中学時代に、区立学校で学校の先生をナイフで刺

しちゃったという子がいて、その子の場合はいじめを受けていて、どんどん追いつめ

られていて、本当だったら学校の先生が防いでそれをかばえばいいのに、学校の先生

も加担しちゃったために、誰も信用できなくなってきたと。 

    それで、家もとにかく学校行けと無理やり行かせちゃって、本来だったら行かせずに

家で守ってあげれば大丈夫だったのに、ＰＴＳＤになってしまい、それから、その子

の人生は、ほとんど就職ができないような状態になってしまいました。そのときの恨

みを晴らしたいと、その当事者を呼んで、いろいろやって、恨みは晴れたので少しす

っきりしたかなと、そういうケースもあるんですけれども。 

    やはり信頼されなくちゃいけないですよね。信頼されるには何が必要ですか。 

Ａ：何でしょうか、そういうようなケースがありますが、その本人の問題と、意外と家

族関係のところで、ずっと気の毒な思いをしてきたという子もありますし、その子自

体の認知の仕方、普通、常識的にそんなふうに考えないでしょうみたいな考え方とか、

いろいろ絡み合いますので、まずはどんな子かというのをアセスメントしていくとこ

ろからしか始まらないかなと思います。 

Ｑ：そういうことは子どもからしてみると、大人は誰も信用できないわけですよ。だか

ら、やはりここが完全なセーフティネットだという認識をつくっていかないといけな

いのですね。 



 

Ａ：そうですね、ここへ来て、最初は卓球したり、野球したり、こんなことの積重ねで

す。この大人は、どうも自分を怒らないらしいとか、学校へ行けと言わないらしいと

か、何であんなことをしたんだって言わないらしいというところからしかないです。 

Ｑ：ゼロ歳から二十歳未満までの子ども、若者たちは本当に市の一つの姿勢、私どもの

議会にとっては政治姿勢、そういう一つの大きな覚悟のもとに取り組まれているとい

うことについては本当に敬意を表したいと思います。そして、私どもは大都市の中に

あっても下町と言われ、本来は子どもたちを地域が育てるという側面もある、そうい

う中で、地域コミュニティがどんどん崩れていっている現状にあります。 

    全国的に子どもを取り巻く教育環境はさまざまな課題が発生していますが、まずお尋

ねをしたいのは、資料に支援教室の通室人数というのがありますが、実態はどうなの

か。今、コミュニティの崩壊と言っておりましたけれども、昔は、おじいちゃま、お

ばあちゃまが大きな目で子どもを育むという、保護者とは違った側面もあった。 

    そういったような環境というのが、今現状はどうなっているのか。また、そういう中

で、この幼児支援教室は817人ということなので、現実にここで運営されている支援教

室が、どういう具合に変化、変貌を遂げつつあるのか教えていただきたいと思います。 

Ａ：親子教室ですと、最初の１歳半ぐらいのところで言葉が出てこないとか、なかなか

遊ぼうと思っても遊べないとかから、お食事が非常に偏食だとか、スーパーに連れて

行くとどこかへ行っちゃうとか、あと普通の子育てのサークルに連れて行くと、とに

かく一人だけ何も参加しないからもうそこには行けないとか、保護者自体が今おっし

ゃるように核家族化で、しかも育てる親は非常に狭い価値観というんですかね。「ま

あいいか」みたいな部分がなくて、親自体もどうしていいか悩みやすい親が多いとい

うのと、あとはよくあるのは、お父さんも小さいころこんな感じで、言葉は遅かった

けれども、こんなに立派に仕事しているからこの子も大丈夫だって、おじいちゃん、

おばあちゃんとかみんなに言われることで、意外に本当にそうなのかって追いつめら

れるとか、やはりいろんな親が出てきます。 

    あと、幼児支援教室についても、この子がこんなに落ち着きないのは子育ての仕方が

悪いんだとか、保護者の私の関わり方が悪いんだとか、そうやって責めている親が何

と多いことかと思います。 

    その辺を、昔なら、多分いろんな大人が、まあまあそうは言っても、と育ててくれた

のが、今は母親と子どもと二人きりの生活の中で、そのところがしんどいというよう

なところはあるのかなと思いますけれども、そういう困ったように大人から感じる子

どもが、本当はどんなふうに感じているからこんな行動に出るのだとか、こういうや

んちゃを言うときにはどんなふうに関わったらいいのかというのを具体的に教えてい

るのが親子教室と幼児支援教室になっております。 



 

Ｑ：これは資料を拝見しますと着実に増えています。この教室が果たす役割というのを、

この資料だけではよく分からないのですが、現実にこの教室を立ち上げられてから、

その子の発達支援ということですが、障害をお持ちの方もあるでしょうし、そうじゃ

なくて、子ども・若者総合支援センター副所長が、周りの見守りが適切であれば防げ

たものもあったんじゃないかというようなニュアンスのことも言われましたけれども、

こういう増えている現状というのは、今後の展開ということでは、何かもっと働きか

けというのが必要じゃないかなと思います。 

    それからその下の教育支援の自立支援教室は、先ほども大瀬議員からも指摘がありま

した不登校児童、その通室教室がプラス57人となって、これからもどんどん増えてい

くんだろうなと。 

    ここで、お尋ねをさせていただきたいのは、教育委員会、とりわけ当該の在籍してい

る学校との連携という、やはり大事なことは、その子が不登校だから友達関係もつく

れないという状況で、どういう具合に学籍がある学校に戻していくかということは、

最後のところで課題ということで連携に触れられていましたけれども、ここの現状に

ついてもお知らせいただきたい。 

Ａ：不登校の件については、具体的にはどうやって学校に返していくかというと、まず

は子どもがどんなところでつまづいているかを、日々こっちへ通ってくる中で聞いて

いこうというのと、例えばテストのときは行ってみようかなとか、夕方、子どもが少

ない時間なら行ってみようかなとか、そういう何ケースかはあるんですけれども、子

どもが帰った後、３時から少しだけ習いに来るとか、不登校になったときは、もう何

もかもが嫌でエネルギーが非常に下がっています。 

    だから、ここへこうやって通ってくる中で、少人数で、例えば楽しいところへ行った

り、金華山登山したり、少し友達ができてくるとエネルギーが少したまってきます。

そうすると、子どもたちは、学校へは行きたいって思っているので、たまってきたと

ころで、例えばお昼だけ保健室に行きますかとか、保健室でいられるようになったら、

保健室でテストだけ受けてみますかとか、保健室で給食だけ食べていきますかとか。

またその給食が、最初は先生に持ってきてもらったのを、親しい友達に持ってきても

らうようにしますとか、そのうちにとりに行きますと、そういうような本当に些細に

見えるようなことを、その子その子のオーダーメードでやりながら、不登校の数は中

学校２年生が一番多いんですけれども、中学校３年生になったころに、中学校３年生

の頭から戻れるようになるとか、そういう積重ねをしているときに、学校の受入れ態

勢をどうしてもらうかというのは、非常に学校主体なので、そこに学校の理解を求め

ていくというスタイルを懇切丁寧に支援しているということだと思います。 

Ｑ：中学校の義務教育の終了時期、この辺の取組が一番大事じゃないかなと思います。



 

社会人として成長していく過程の中で、最後の中学校３年生の過ごし方によって、そ

の子の先の人生が決まるんじゃないかと言われています。そういう意味では、本当に

学校との連携というものが大変重要な意味を持つんじゃないかなと思います。 

    それと、御市のすぐれたところといいますか、姿勢ということを冒頭に触れさせてい

ただきましたけれども、通常、私どもの区の教育委員会所管の部分では、高等学部、

中学校を卒業したらほとんど縁が切れるということで、所管が違うからと、中学校を

卒業して高校へ行ったら、その後はぶつっと切れちゃうんですけれども、二十歳未満

までちゃんと見守ろうという姿勢は、これは一番大きなことじゃないかなと思います。 

    そうなってくると、中学校の先生もそうだし、今度は高等学校でも不登校、いじめも

受けるわけで、その辺との連携というのはまさに一番大事。そこのところをある程度

クリアできれば、その子はある程度自立して、一定の社会に対してのスタンスができ

てくるんではないかなって思います。その意味では、二十歳、あるいは二十歳を過ぎ

ていても場合によっては見守っていかなくちゃいけない、その辺にご苦労があると思

います。その辺の取組についてお知らせいただきたいことと、市の予算との関係を見

ますと、大変なお金が掛かっているわけです。そうしますと、運営費が年々うなぎ登

りで、来年については恐らく６億円を超えてくるんじゃないかという状況の中で、大

変失礼な言い方をさせていただきますと、こういう事業を、住民の税金をつぎ込んで

やったという説明責任が求められる。その辺のことを聞いて大変失礼なんですが、来

年度に向けての何か取組というか、そういうものがありましたらお知らせいただいて、

私の質問を終わらせていただきます。 

Ａ：予算の話ですが、先ほど副所長から説明させていただきましたが、来年度、幼児支

援教室を開設するということで、今年その工事に入っており予算が少し上がっている

んですけれども、実際、あまり変わらないぐらいのところで推移していまして、人件

費も大体80％から85％ぐらいです。その人件費を同じように使うにしても、それだけ

のスキルを持った人をどう連れてくるかとか、そういったことが今後課題にはなって

くるということになるんですけれども。 

その成果ということについては、我々も行革とかそういった組織がありますので、そ

ういったところからどうなのかという話は毎年来ているんですけれども、細かい話で

言いますと、例えば不登校の子が通えるようになったとか、そういうことはあるんで

すけれども、やはり、目に見える成果というのがなかなか出しづらいというところが

ありまして、その辺は苦慮しています。ここができて５年目ですので、今後はそうい

う目に見える成果も出していかないといけないのであろうなと思いますが、まだ具体

的に、劇的に変わったとかそういうことはあり得ないですし、あとは将来にわたって、

例えば今まで何も対策がなく二十歳を迎えたような子たちが、ここができたことによ



 

って親子教室や幼児支援教室、そういうのを経ていったことで、もしかしたら例えば

二十歳以降で引きこもりになるような人が減るかもしれないですし、答えになってい

るかどうか分からないですけれども、そういったところかなと思っています。 

Ｑ：議会の動向というのも気にされると思うんですが、議会の受け止め方、それからも

し、市民の方の住民満足度というような物差しもあると思うんで、その辺のことを、

もし分かれば教えていただきたいと思います。 

Ａ：年に１回センターに来てもらっている方のアンケートをしていて、満足度は90％近

いところはいただいているのと、一応、そうは言っても市民目線で、本当にうちの事

業が適性かというような評価を得るために、そういった関係機関の人を集めたうちの

センターの事業について議論をしていただく事業推進委員会という第三者の会議をし

ていただいて、ご意見をいただいているというような取組はしています。 

    あと、乳幼児期に支援を受けた保護者を対象に、学齢期になって過去の支援を振り返

ってどうだったかという振り返りの調査を昨年度実施しまして、現在、結果を取りま

とめ中ですけれども、そういうところで振り返ってもらって、うちの支援がひとりよ

がりでなかったかというあたりは、田中議員がおっしゃるように、これからそういう

目に見える成果として、どういうところを評価いただかないといけないのかなという

のは、今、一生懸命頑張っているところです。 

Ｑ：頑張ってください。ありがとうございました。 

Ｑ：２つお聞きしたいんですけれども、相談件数が１万4,501件とあるんですけれども、

統合前から言うと、総数が例えばどれぐらい増えているのかお聞きしたい。また、パ

ワーポイントの資料５ページの自立支援教室の学習というのがあるんですけれども、

これは不登校の方を対象にしていると思うんですけれど、学校でもやっているんだけ

れども、授業を聞いても分からない、教室での補習みたいなものもここでやっている

んですよね。 

Ａ：今のご質問の、補習のようなものについては、あくまでも、不登校の子が学校の学

業を履修するというところでやらせていただいていますので、そこはやっておりませ

ん。 

    あとは、統合前の件数については、数字的なものが集められていないんですけれども、

窓口が分かりやすくなったという意味と、義務教育後の相談窓口がそれまでははっき

りしていなかったというところがありますので、その分は増加していますし、結構周

知されてきて、ママ友からそこへ行って相談したよと聞いたので来ましたみたいなの

もあるので、恐らく全体的には少し増えているのかなと思っております。 

Ｑ：今、いろいろお聞きして、本当に窓口は分かりやすいというのが、市民の方にとっ

てはどこに相談すればいいというのが分かりやすいという気持ちと安心になるんだな



 

と思いました。ここに相談に来れば、先ほど何例か成功例をお話ししていただきまし

たけれども、本当にいろんなところでいろんな方が関わってくださって、どういった

軌道修正をして、そして戻れるようにということで、人生をスタートさせてあげたい

という皆さんの思いが、今、伝わってきたんですけれども、うちの区では、思春期に

なると、中学生ぐらい、小学校は病育とかいろいろまだ通っていらっしゃる方もいる

ので、中学になるとぷつんとなっちゃうんですね。 

    それで、一応相談は思春期相談というのを保健所でやっていまして、そこへつなげる

んですけれども、何か急に手をかけていたことが外れまして、そこでご本人も悩むで

しょうけれども、親御さんもどうしていいか分からないというようになってしまいま

す。 

    先ほど、これからの課題ということで、高校との先生方とのつながりということもお

っしゃっていましたけれども、その辺のところは今後どういうふうにやっていけばい

いのかというのは、高等学校になると、もっと本人は親とも話さないし、親は逆に心

配になるので、そういうことに対してはどうでしょうか。 

Ａ：お答えになるか分からないですけれども、二十歳までの子どもを見るようになって、

高校生ぐらいで来てくれて、例えばうちで保護者と子どもと相談を聞きますと、いか

に話せていないか、家族として機能していないかという、そういう事例もたくさんあ

るんですね。 

    若しくは、この子どもの発達の特性を今まで見て見ぬふりをしてきたのか、見る時間

がなかったのか、忙しくてとか、そういう事例もあって、なお答えにならないと思い

ますが、子どもを育てるという保護者に、もう少し自分が子育てをするということを、

力を付けてほしいというのはあります。 

    特に何もなければ、先ほどもお話ありましたけれども、お母さんたちも今忙しいので、

ぶわーっと子育てが流れていって、しかも結構な量で外注して子育てが進んでいきま

す。うちに来るお母さんたちって、すごく悩むんですけれども、その時々で、この子

はと立ち止まって、その子と向き合う時間をやむを得ずさせられるということなんで

すよ。 

    そのときに、保護者がこの子をその時点でどういうふうに育てたいって悩むかという

ことが、その子が思春期を迎えたときに、思春期を迎えた私の子とどう向き合うか、

また保護者が向き合う力を付けていくのが私たちの親子教室の役目であり、幼児支援

教室の役目であり、何かすごく遠い話だよねって私たち言っているんですけれども、

自分の子を両親がどう育てるか、家族がどう育てるかというところの視点を持ってい

かないといけないねと思っています。 

Ｑ：問題は子どもにあるんだけれども、それを一緒に乗り越えていくような力を親が付



 

けていかなきゃならないってことですね。 

Ａ：そうですね、あと、親がどうしても力を付けられないときは、周りにそういう大人

を増やせばいいわけです。子どもは、親が無理でも学校の先生を信頼するとか、地域

の人を信頼するとか、そういう大人を増やすことが社会的な子育てという意味なのか

なって、最近は考えています。 

Ｑ：５億円弱の予算のうち、国や県からも財源として入ってくるかと思うんですけれど

も、その内訳を教えていただきたいのと、パンフレットの乳幼児相談係のところに療

育テープの貸出とありますが、療育テープのイメージが湧かないのですけれども、ど

ういうものなのか教えていただきたいと思います。 

Ａ：療育テープは、この発達段階は、子どもがこんな遊びをしますよとか、こういうコ

ミュニケーションを付けるにはこういう関わり方がいいですよとか、発達障害の人と

はこんなふうに付き合うといいですよとか。 

Ｑ：親が勉強するために見るんですね。 

Ａ：そうですね。あと支援者が理解をするためです。 

Ｑ：ＤＶＤですか。 

Ａ：ＤＶＤです。昔はテープだったんですね。本当に昔からこの事業があって、名前を

ＤＶＤに変えろと言われています。 

Ｑ：財源は分かりますか。 

Ａ：国からですと、いろんな補助金があります。教育支援体制の整備事業費補助金とい

うのがありまして、これはうちだけの事業ではなくて、保健所も絡んだりとかで、継

続的にやって、インクルーシブの教育システムの推進補助ですが、これが今年度は630

万円ぐらい予算立てをしております。また、いじめ対策の関係で教育支援体制の整備

事業の補助金で280万円ほど、あとは児童虐待防止の関係で180万円ほどとか、そうい

った国の事業を使いながらやっております。 

    あと、スクールソーシャルワーカーとかそういったものに対する補助金なんかもあり

ますし、可能な限り補助金を使いながらやっております。 

Ｑ：かなり一般財源から充当しているんですね。 

Ａ：そほとんどそうですね。 

 

 

 



 

調査概要 【豊田市】 
 

 

１ 市の概要 

豊田市は愛知県のほぼ中央に位置し、愛知県全体の 17.8％を占める広大な面積を持つま

ちである。全国有数の製造品出荷額を誇る「クルマのまち」として知られ、世界をリードす

るものづくり中枢都市としての顔を持つ一方、市域のおよそ７割を占める豊かな森林、市域

を貫く矢作川、季節の野菜や果物を実らせる田園が広がる、恵み多き緑のまちとしての顔を

併せ持っている。 

それぞれの地域の持つ特性を生かし、多様なライフスタイルを選択できる満足度の高い都

市としてさらなる成長を目指している。   

平成 30年９月１日現在、人口は 425,991人、面積は 918.32平方キロメートルである。  

（参考資料／豊田市のホームページ ほか） 

 

２ 調査事項 

（１）地域力支援及び協治施策について 

ア ラグビーワールドカップ開催に向けた取組の概要 

豊田市は、2019年に開催されるラグビーワールドカップの開催都市であり、2015年

に開催都市として決定以降、成功に向けた様々な取組を行っている。 

また、豊田市議会では、平成 30年６月 21日から７月４日にかけて、愛知県議会及び

県内の全市町村議会（53市町村）を訪問し、大会成功に向けた機運醸成のためのＰＲ

活動を行った。 

  平成 26年   開催都市へ立候補 

平成 27年３月 開催都市決定（全 12会場） 

平成 27年５月 愛知・豊田開催支援委員会が発足 

ラグビーワールドカップ 2019の成功に向け、ニュースレターの発行 

など様々な活動を進めている。 

平成 29年９月 特設 webページ「豊田市ラグビーワールドカップ 2019」を市ホームぺ 

ージ内に開設し、大会成功に向けた様々な取組を発信するほか、豊田 

市の観光地、飲食店情報などを提供することで、豊田市への観戦客の 

来訪を促進している。 

 

３ 主な質疑応答等 

Ｑ：豊田市は、世界で有名になったトヨタ自動車という会社が最大のスポンサーになっ

ていただけると思います。墨田区にもアサヒビール、花王、ライオンとか有名な企業

があるんですけれども、そういう企業から協力を得るためには、どういう方法をとら

れたのか教えてください。 

Ａ：ラグビーに関してはトヨタ自動車がワールドワイドスポンサーではないんですよね。

今回、スポンサーになられたようですけれども、あくまでもワールドワイドスポンサ



 

ーはランドローバーです。ですから、ラグビーに関しては非常にきついです。 

    ですので、表立って協力していただくことは、今、トヨタ自動車にやっていただけな

い。ただし、オリンピックではトヨタ自動車は、もうメインスポンサーになっていま

すので、オリンピックだったら協力してもらえると思うんですけれども、オリンピッ

クは、今のところ立候補はしますけれども、何のお声もかかっておりません。 

Ｑ：電通との関係はどういう関係でしょうか。 

Ａ：電通が我々の受託業者です。機運盛り上げとか、イベントを開催するのに、電通の

紹介でＳＫＥ４８は来たようなものですので、中を開いていただけますか。 

我々、愛知県の委託先でもあるんですけれども、ラグビーワールドカップ全般に非常

に大きく関与されていまして、そういう環境もあって、これは電通の社内報なんです

が、いろんな関係団体に配付がされているということで、９月号でしたか、ラグビー

ワールドカップの特集を組みたいということで、全自治体が電通を使われているかわ

からないですけれども、全ての自治体を載せてラグビーワールドカップへの取組を報

告するというような形で掲載していると思います。 

Ｑ：電通は高いというイメージがあるんですけれども。 

Ａ：高いですが、そんなに私が想定しているほど高くない。万博のとき、電通はとても

高かったですけれども、今回、スポーツチームと直接やりとりをしなきゃいけないと

いうことになると、それ相当な金額かなと思っています。 

Ｑ：電通にかわるところって、博報堂とかでしょうか。 

Ａ：博報堂は、豊田市が何で電話するんだというぐらいの感じです。１回、博報堂と交

渉して巻き込んじゃいましたけれども、大都市とはやっているかもしれませんけれど

も、何でという感じですね。 

Ｑ：組織委員会の中に、かなり出向なり派遣が入り込んだりというのも、電通とかＪＴ

Ｂとか、そういう大手という感じもある。 

Ａ：万博のときに博報堂とちょっと調整をしたんですけれども、結局、万博のときには、

東京では有名な業者さんが受託しました。 

Ｑ：「４年に一度じゃない。一生に一度だ。」というキャッチコピーありますよね。あ

れは、やっぱり電通が考えたんですか。 

Ａ：恐らく組織委員会だと思います。 

Ｑ：組織委員会で共通のキャッチコピーですか。 

Ａ：組織委員会が全国共通でつくりました。 

    絶対変えるなと言われていたんですが、もう今、違うものに変えられるかな。 

Ｑ：結構、印象に残りますね。 

Ａ：そうですね。 



 

    絵馬が今、東京の神宮に飾られているんですけれども、その絵馬に「４年に一度じゃ

ない。一生に一度だ。」と書いたのが、書道家でも有名な矢野きよ実さんです。そち

らの右側に大きい書があったと思うんですけれども、矢野きよ実さんに書いていただ

きました。 

Ａ：組織委員会のほうも今、各開催都市でいろいろやってもらいたいという思いがある

反面、ワールドラグビーという大もとの主催者ですけれども、そこはどうせやるなら

統一的なビジュアルでやっていくべきだという指示もあり、我々もなかなかそこを苦

労しております。そんな中で、キャッチコピーとして組織委員会が「一生に一度だ」

というのをつくって、全国で展開するというような感じです。 

Ｑ：来年の開催に向けての準備状況を大ざっぱでいいんですが、ハード面、ソフト面も

含めて、現時点では何合目ぐらいまで到達されているのか。 

Ａ：我々としては、予算の確保ができるという前提におけば、細かな詰めがまだたくさ

ん残っているんです。この細かい詰めはまだハードルが高いですけれども、恐らく方

向性としては８割は超えているかとは思うんですが、ただ、突然、組織委員会からの

注文などで結構人と時間を食っちゃうんですよね。 

Ｑ：ありがとうございます。 

    今の時点の御市の取組の現状が８合目ということになると、相当進んでいるなという

印象を持たせていただきました。まだまだハード面で、詰めなくちゃいけないという、

そういう具合のものがあったとしても、私どものボクシング会場ということにつきま

しても、参考になったのは、まず１つは、私どもは議会も、それから住民も含めた協

議会を立ち上げて、そして分科会をつくって、そういう中でいろんな部会の中で地域

の住民を巻き込んで、行政も一体となった取組をやっていると、そういう現状にある。

まだまだ見えていないという現状です。先ほど、加藤委員長のほうで触れさせていた

だいたように、進捗状況は非常にまだ見えてもいない現状がある。 

    それから、御市で８合目ということになると、逆算をしていくと我々は相当急がない

といけない。それからもう一つは、やはり一定の知識を有している業務委託という、

そういう力も借りないと、機運醸成を醸し出すということは、なかなか難しいのかな

とそんなふうに思いました。 

    そういった意味では、率直に電通とのかかわり合いの中、今後のことも含めて今日ま

での役割というか、そういうものをどういう具合に評価されているのか、その辺をお

聞かせいただければと思います。 

Ａ：豊田市というのは、魅力ある発信ができない自治体というのは、何十年前から言わ

れてきています。そういった中で、電通を挟むことによって、このバナー一つにとっ

ても、やはり非常にデザインが変わってくる。 



 

    あとは、電通のパイプでもって、こんなこともやれるのというような、今度、実は10

月６日に名古屋駅の前にある大名古屋ビルヂングの１階を全部ラグビー装飾する。日

本地所がスポンサーになったからということもあるんですけれども、それも電通が間

に入ってくれていますので、幅が非常に広いです。 

Ｑ：ネットワークがきいているんですか。 

Ａ：そうです。 

    私は万博だとか、スポーツ関係ばかりの職場にいるんですけれども、やっぱり電通が

入ることによって、例えばスポーツ選手、そういったものも非常に幅広く取り組める

ようになるし、今回でいうと、やっぱり電通のネットワークを借りて、いろんなとこ

ろでの装飾が可能になり、さらにその装飾においても、あるタレントを呼んでくるこ

とも可能になるということで、そこに新聞記者がいることによって、見せることはで

きるという。 

    朝日新聞の東京版に「最大のラグビースクラム」に挑戦したギネス世界記録が出まし

たよね。多分、東京のほうでは一面だったらしいんですけれども、あれはたまたま電

通は来ていないんですけれども、電通と一緒に仕事をやる中で、中京テレビが大きく

関わってきますので、中京テレビがあれをとって、ニュースＺＥＲＯで流してもらう

というようなことで、やっぱりプロはプロだなと思っています。 

Ｑ：やっぱりそういう力も借りることによって、勢いがついてきたという現状もあると

いうことですね。 

Ａ：電通には感謝しています。 

Ｑ：そうしますと大方の部分、骨格は既に整い、残り２割ということですね。 

Ａ：もう２割のところは調整困難な場所です。例えば、歩行者天国にするというと、こ

れは警察協議ですよね。あとハード整備でまだ決まっていないというのが手続なんで

すよ。手続は、イギリスのほうでやりとりしていますので、なかなか先に進まないと

いう状況になっています。２割とはいうものの、非常に解決困難なものが数多く残っ

ているということです。 

Ａ：８割に来たのが、本当にごく最近だと思っています。我々も昨年、２年前、ちょう

ど今、オリンピック・パラリンピックの２年前に当たると思うんですけれども、昨年

は全然、組織委員会からもなかなか示されない、全然進まない、周りからはなかなか

見えないと、今、墨田区が思っているような状況が我々もそうだったというのは事実

です。 

    やっぱり１年前、２年前を切って、組織委員会がぐっと動き始めますので、ようやく

加速してきたと。そこで今、８合目というような感じかなと思います。 

Ｑ：先ほど、財源のことのご説明をいただいて、私たちはまず上部の東京都との関係で、



 

練習会場一つにしても、結局、練習会場の経費とかそういうのは当該自治体が持てと。

お金は一切出ないと、そういう流れになっているとか、そういうのがごく最近決まっ

た。だから、墨田区はたった１会場ですが、いっぱい競技会場を抱えている江東区で

は、墨田区は１カ所だからいいけれども、うちが一番怖いのは、競技中に道路規制と

かいろんな規制がかかって、住民から怒られることが本当に心配だと、江東区長がそ

う言っていました。そういう心配はないですか。 

Ａ：去年の８月かな、東京オリンピックに備えてお台場内にある会社全て出勤停止命令

という、実証実験をやられたじゃないですか。実は実証実験をやられたのは、私の仲

のいい方で、今、筑波大学で教授をされているんですけれども、だから情報とかも全

部入っていましたけれども、これは大変なことなんじゃないのというようなことでし

た。 

    2005年の万博の時はもう湯水のように経済産業省からお金が出てきました。豊田市は

何億使ったかな。補助金は全部100％ですよ。本当に当時と今は時代がかわったのかな

と思っております。 

Ｑ：東京都と国の関係もまた、政治的にねじれが起きているということも大きく、この

オリンピック・パラリンピックに向けた方向性が定まらないという要因に、そういっ

た部分なんかありますよ。ようやく小池都知事も何とか国に対して歩み寄ろう、都議

会でも会派の自民党が言っていますから、何とかそこを糸口に国のほうとも話してほ

しいとそういう動きになって、ようやく物事が少しずつ動き始めたかなということで、

非常に遅れています。 

Ａ：我々、2019年が終わったらそういった視線でもってオリンピック・パラリンピック

を見たいと思います。 

 

 

 



 

調査概要 【米原市】 
 

 

１ 市の概要 

  滋賀県米原市は、2005年 2月 14日、坂田郡山東町、坂田郡伊吹町、坂田郡米原町の 3つ

の町が合併して誕生した。また、2005年 10月 1日に米原市と坂田郡近江町が合併、旧坂田

郡が一つとなり新たな「米原市」が誕生した。 

米原市には、伊吹山のお花畑、姉川の清流、三島池のマガモ、天野川などのホタル、鮎、

醒井のハリヨと梅花藻など美しい自然があり、貴重な動植物の宝庫である。また気候は、日

本海型気候で、冬季には北西の季節風と積雪がみられる。 

湖岸部は年間の降水量が比較的少ない内陸性盆地気候であるのに対し、中山間部は 1メー

トル前後の積雪のある県下有数の豪雪地帯であり、気候的にも変化に富んだ地域である。 

伊吹山と醒井の居醒の水を舞台にしたヤマトタケル伝説や、古代豪族息長氏の舞台となる

ほか、中山道と各宿場、平安時代の高僧・最澄、室町時代の大名佐々木道誉（京極高氏）、

戦国時代を代表する秀吉、三成などが活躍するなど歴史の舞台にも度々登場し、数多くの史

跡を残している。 

平成 30年９月１日現在、人口は 39,408人、面積は 250.39平方キロメートルである。 

（参考資料／米原市ホームページ ほか） 

 

２ 調査事項 

（１） 教育施策について 

ア 給付型奨学金制度の概要 

米原市では、教育を受ける機会の均等を図り、進学の後押しと就学後の市内への定住

を促進するため、平成 30年４月以降に大学や短大、専門学校等に入学する人を対象に

し、市独自の給付型の奨学金制度を新設した。 

 

３ 主な質疑応答等 

Ｑ：副議長から最後に議会の関係ということで、この条例を生むまでの最後の詰めのと

ころで、執行機関と議会の温度差という説明をいただきました。いずれにしても、い

ろいろな形で全国の大学生の約半数が何らかの形で奨学金を受けているという状況の

中で、そして一つは、もっと前の段階で、これからは子どもたちにこういう制度の趣

旨を徹底して啓蒙啓発する必要があるんじゃないかなと、そんなふうに思いました。

私ども区議会の議員の中にも、奨学金で頑張って、そして議員になっている、そうい

う若い人もいらっしゃいます。 

    したがって、日本の国はこんなにすばらしい、夢や希望を持てば何とかなる、自分の

夢や目標を達成することにこんなすばらしい国はないんだと、今言いました若い議員

を見て、折に触れて、小さな子どもたちにもできるだけ話して、絶対に夢や希望も持



 

ち続けて、それで何とかなると言っております。 

    この制度そのものについては思い切って、ご苦労があったけれども、大変な踏み込み

だなと思いますし、これからは他の自治体でも、いろいろな課題解決のために一つの

姿勢、基本的な覚悟を持ってこういう制度をどんどん導入していくんじゃないかなと、

そんなふうに思いました。 

    そこで、人材育成と地域貢献という観点から、何か考えていらっしゃるのかどうか。

今年度がスタートだということなので、希望も含めまして、こういう募集のときには

必ず、できることでいいから地域貢献を、大学が夏休みのときとか何とかっていった

ときには、そういうことも一つの要件に加えてはいかがかなと思いました。そうすれ

ば、より地域のこと、そして自分が卒業してからの進路、それから書いてある郷土に

対して愛着と誇りというものを早い段階で、これはもう幼稚園、保育園、小学校、中

学校、そして社会人の一歩手前の大学とか短大、専門学校、そうやってまさに社会に

巣立つ直前、そのときには、米原市のことについて十分な知識と関心を持ってもらっ

て、卒業後は何とかこのまま郷土のために役に立とうと、そういう意識というものの

醸成につながっていくんじゃないかなと思いました。 

    お願い事になっちゃって大変恐縮ですけれども、その点について、現状とそれから今

後の展開ということでお願いします。 

Ａ：米原市では人材を育てるという大きなことですけれども、やはり幼少期から教育に

関しては、ふるさとを愛するというところで、幼児教育から、小学校、中学校、そう

いった基本にしております。 

    そういったところで、三つの柱がありまして、ふるさとを描こう、本を読もう、伊吹

山に登ろう、そういったところから、教育の中でも米原市のふるさと学習をして、そ

ういった自分の生まれ育ったところはこんなにいいところである、また、中学生もボ

ランティア活動に率先して行ってもらう、そういった活動を通して、大学等は一旦外

へ出て、外から米原市を見ていく、そういった一つの観点もありますし、やはりずっ

とここに住み続けて地域のために貢献したい、そういった子どもたちを育てるのも、

教育の一環としては必要かなと思っております。 

    また、その子どもたちがいないというのでは基本になりませんので、やはり子育てし

やすいまちというところで、部局は変わりますけれども、医療費の無料化であります

とか、保育料の無償化というところで、子育て世代、子育て支援、そしてまたその子

育てに行く前の出会いからというところで、出会いから結婚、出産、そして子育て、

そうやって切れ目ない施策というのも行っております。 

    こういったところの施策それぞれがかみ合っての米原市のこれからの将来を担う人材

というところにつなげていけるのかなと思っておりますし、こういった教育も大事で



 

すけれども、教育にはいろいろな側面がありまして、学校教育、そして家庭の中での

教育、そして地域の中での教育、いろいろなところを含めながら、米原市に愛着を持

っていく、そういった子どもたち、若者をこれから私たちは見守っていく、育ててい

く必要があるのかなとは思っております。 

    先ほど、委員おっしゃってくださいましたように、学生の時代からボランティア活動

にというところも、要件とまではいきませんけれども、そういった学生の子に給付だ

けで一方的ではなくて、やはり何らかの形でコンタクトをとりながら、例えば今回ま

だ１年目ですけれども、給付を受けた方にコメントをいただいて、今こんな学生生活

を送っていますとか、こういったことをしたいというコメントをもらって、そういっ

たのを広報なりでお示ししようかなという企画もしております。 

    今後、給付を受けた学生たちが今どういう思いでいるのかというのをちょっとしたコ

メントをいただいて、こういうふうに給付を受けて、将来こういうことを思いながら

今、学生生活を送っている、又は給付を受けて、その後こういうふうに米原市に住ん

でいるというところをみんなに広めながら、より幅を広げていきたいなというところ

も考えているところで 

Ｑ：私どもも、財政の規模が違っても抱えている課題は全く御市と同様です。地域コミ

ュニティの崩壊であるとか、それから人口が増えて27万人を超えたという状況の中に

あっても、やはり一定の時期になったら近隣区に転出をされるということで、背負っ

ている課題は全く同じで、やはり一番大事なことは、自分たちが住んでいる郷土に愛

着を持ち、誇りを持って、要するにいつまでも暮らし続けたいまち、こういうものを

標榜しているわけで、課題は全く同じだと思います。 

    そういう中で給付型というのは、確かに市民、あるいは私どもにすれば区民にしたっ

て、区民の覚悟というものがあって、その血税を使ってなおかつ区民、あるいは市民

の方の同意をいただいて踏み出す事業ということで、やはりそこに大きな姿勢という

ものが、決意というものが市民の方に伝わっていくんじゃないかなと思っております。

是非とも参考にさせていただいて、また加藤委員長を中心に、帰ってからまた仲間内

で議論してみようと思っております。ありがとうございました。 

Ｑ：先ほどのご説明で、６月の前年の収入、所得が判明した段階で取り消しした方が１

名いらっしゃるということだったんですけれども、実際の支給時期は４月ではないん

ですか。４月にもし支給されていて取り消しと言われたら、すごいがっくりするかと

思うんですけれども、その辺の支給の時期を教えていただけますか。 

Ａ：支給の時期は、１年間を上半期と下半期に２回に分けて支給しております。上半期

は４月から９月分を６月の月末に支給しております。そして、10月から３月分は10月

の下旬に支給する予定としております。 



 

Ｑ：では、６月の前年の所得が分かった段階で、もう一度結果を通知するんですね。 

Ａ：はい。 

Ｑ：分かりました。 

    あと、私がもし御市の議会人であれば、議論はするかと思うんですけれども、賛成す

ると思います。大賛成だというふうには思います。ただ、そのためのやはり根拠とい

うんですかね。エビデンスというんですかね。さまざまなデータはいただきたいなと、

多分求めると思うんですね。 

    例えば、確か米原市内って大学はないですよね。大津とか、あるいは名古屋方面とか

というのは結構あるんでしょうけれども、もともと大学、短大に入学するに当たって、

自宅から通学する方と、都会のほうに転出しちゃって、自宅外で大学に通学する人の

割合とか。あるいは、もともとＵターンが少なくて、大学に入学してそのまま都会で

就職しちゃって米原市に戻ってこないという、そういうデータ等があったのかどうか。

Ｕターンをなかなかしてくれなくて、大変困っているというような問題がもともとあ

ったのかどうか。 

    そういうこともありますし、あと人口減少というか、定住促進のためには、人口減少

の要因がやはり必要だと思うんですね。転出のほうが多いという社会的減も当然ある

でしょうし、あるいは自然減というんですかね。子育て世代がどんどん減っていると

いうこともあるかと思うんですけれども、人口減少の要因を分析することも必要じゃ

ないかなというふうに思うんですね。 

    その中で、定住促進のために給付型奨学金だけではない、子育て支援策もいろいろや

られていると思いますし、小さいときからの教育、あるいは住宅政策なんかもあると

思うんですけれども、これだけの一般財源を投入する施策をやるに当たっては、他の

施策とのバランスというか、これは絶対最大の取組だというふうに言えるだけのデー

タというか、エビデンスが必要かなというふうに思うんですけれども、何か示せるよ

うなデータというのはあるんでしょうか。 

Ａ：創設するに当たっては、いろいろなデータ収集とかもさせていただきました。大学

生が自宅から、又は自宅外からというところまでは、やはり個別のことですので追い

かけはできないんですね。 

    そういった中であっても、高校生の人口と高校生が高校を卒業したときの人口、そし

て大学を卒業したときの人口というのを追いかけたデータがあります。大学に行くと

きには、住所を動かさずに行かれる場合も多々あるかと思うんですけれども、高校生

が高校を卒業したときの人口は、人数でいきますと、平均7.7人、約８人が減っている。

だから、高校生が高校を卒業したときにはあまり人口が変わらなかったんですが、大

学を卒業した、いってみたらそのままの住所で行って、今度社会人になっていったと



 

きには、59人が減ってしまっているというような、１学年に対してのそれを何年かデ

ータをもって平均したときには、そういったデータがありました。 

    大学を卒業したときには社会人になるわけですから、住所を置きっぱなしのままどこ

かへ行くということはできないと思うんですね。やはり会社の都合上、居住している

ところに住民票を置くというところで、そういったところが正確な数字だったのかな

と思います。 

    大学は、自宅外から行っていても住所を置いたままですので、そういった減はなかっ

たんですが、やはり社会人になって59人という減になったというところから、やはり

大学を卒業したら都会へ出てしまう、米原市から出てしまうというようなデータもあ

ったところです。 

    その制度をしたときは平均400人というところです。当然、これは全体的な人口の住

民基本台帳から引っ張っていますので、純粋に高校生がそのままという数字ではない

んですけれども、全体的な人口からいきますと、５年間のデータをとったんですが、

高校生が高校卒業時には平均7.7人が減に対して、大学卒業時には59人というようなデ

ータが出ました。やはり、大学を卒業するとともに、この米原市を出ていってしまう

というところが大きなところで分かっていたところと、あとうちではないですけれど

も、ほかの政策の部門では、住民基本台帳を扱っている窓口と連携しながら、転入、

転出される方にそれぞれアンケートをとって、どういった理由で転出していくのか、

転入してくださったのかというところのデータをとりながら、今後の人口ビジョンの

中にも反映していたところです。 

    やはり、結婚を機に米原市に戻ってくるというところも多くあったところから、もっ

と早い段階で戻ってきてほしいというところもありましたので、そういったデータを

もとにこういった制度を構築していった経緯があります。 

Ｑ：これは賛成か反対かっていうと、私は反対のほうに回る可能性が高いので、少し申

し上げますと、今、日本もグローバル化していまして、これは中小企業の経営者とか

が一番困っているんですよね。中小企業にとっていい社員というのは、優秀過ぎずだ

めでもないと、この辺が一番欲しいわけです。優秀な人間というのはどんどん転職さ

れてしまいます。今までのような終身雇用で今はなくなってきているために、どんど

ん移っちゃうということです。 

    そうした人間を引き止めるためには何が必要かということを考えると、企業では愛社

精神をいかに醸成するか、自治体だったらどうすべきといったら、やはり先祖とのつ

ながりがあるお墓をまず守らせる。あるいは、郷土の偉人というものがこれだけ貢献

して、この中にあなたも入ってくださいよというような、何かしらやはりプライオリ

ティーを与えないと難しいのかなと。 



 

    世界的に優秀な人たちというのは、本当に海外に行っちゃいます。私なんか若いとき

は、やはり海外に行きたくてしようがなくて、世界に行けば日本では考えられるレベ

ルじゃなくて、もっと莫大なお金が稼げるという状態になっていると、優秀な人はみ

んな海外に行っちゃう可能性がある。そこで、地元に居てもらうためには、あるいは

成功した後には戻ってきていただいて、錦の旗を立てていただけるようにするには、

やはり郷土愛を育てるということ、あとはやはり先祖とのつながりですよね。 

    だから、親戚がいるとかお墓があるとかでまた戻ってくる、そういう環境をつくれば

いいんでしょうけれども、今、お墓というのも大分崩壊していまして、お寺自体がな

くなっちゃったりとか、そういう問題もありますので、その辺は総合的に考えながら

やるということと、あと一番地域に必要な人間というのはどういう方なんだろうとい

うことを考えますと、お医者さんとか医療に携わる人、弁護士さんなど、この士業の

方をいかに育てられるかということにあるのではないかと感じています。 

    そうすると、この士業をとらせるには３万円では、少し少な過ぎるかなと。そこまで

いく人間を育てられないと思います。育てられるとしたら、自営業者をいかに育てる

かというのがあり、私の地元は、下町の中小企業が多かったところですけれども、そ

の中小企業がどんどんなくなっています。自営業者がいなくなってしまって、町内会

のお祭りでおみこしを担ごうと思っても、地元にいて自由な時間をつくれる人がいな

いために、大変なまちの負担になっている。 

    そういうことを考えますと、この中小零細業者をいかに育てていくかということに特

化した制度にすると、その土地に残るのではないかと思います。 

    消防団員も今は集まる地域と集まらない地域があり、その背景にはやはり自営業者が

減ってしまっている。 

    そういった、自分でお金を稼げるスキルを持った人をいかにつくり出していくかとい

うことで、例えば、学校の物品の購入とかも１カ所に集中しないで分散させることに

よって、地域が活性するんだからということを口をすっぱくして言っているんですけ

れども、そういったものも総合的に考えていかないと、地球レベルで考えていったほ

うがいいんではないかなと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

Ａ：すごく難しいご質問ですけれども、まず３万円では足りないというところですけれ

ども、確かに３万円で何もかも賄えるとは思っていなくて、これも日本学生支援機構

で奨学金を借りていらっしゃる方が多数ある中で、その平均貸与額の半分が約３万円

ということです。あと３万円あったら何とかなる。借りているけれども、給付型奨学

金で助かる。そういったところで大学へ行こうか、やはり行きたくても行けないとい

うところの人が、この３万円を給付することで大学に行ける。そして新しい世界を見

てくるというところの応援をしたい。若者の応援をしたいというところで、例えば、



 

いろいろな看護師さんとかお医者さんとか、そういった人を育てるにはやはり膨大な

お金がかかる。そのような人を育てるための奨学金であると多額になりますし、当然

財政的なことから、この40人にも給付することは我が市では不可能です。１人か２人、

１人もできないかもしれません。 

    そういったことよりも、やはり人口減少がずっと進んでいく中で、一人でも多くこの

まちを愛して住み続けていただく、そして、この奨学金制度のほかにも米原市に魅力

を感じて、米原市に新しく転入していただく、そういった制度で構築しておりました

ので、なかなかグローバル化の中で世界的なというところまでないんですけれども、

就職は米原市ではなくても、名古屋、大阪、京都、その辺までは毎日の通勤として可

能な範囲になりますので、そういったところも生かしながら、米原市に定住していた

だいて、人口が増えることによって残っている人たち、地域に残っているお年寄りた

ちが今までやってきたことができなくなった、それが若者が戻ってきた、若者がいて

くれるというところで、今までお祭りももうできないなというところが、この子たち

が帰ってきたから、やはりまたよみがえらすことができるかとか、そういった活性化

にもつなげていける。そういったいろいろなところを含めながら、米原市を今後も持

続していきたいなというところであります。なかなか世界的なというところまでは考

えが行っていませんけれども。 

Ｑ：400万円という所得の限度額ありますよね。これは、例えば看護師を育てようと思う

と、例えば母子家庭でもお母さんが看護師だった場合、大体400万円を超えちゃうケー

スがあるんですよ。そうなってくると、やはりそういう人たちは少し力になっていな

いのかなとか、いろいろ考えちゃうところもありまして、ただやはり一番重要なのは、

所得で選ぶのではなくて、その人がいかにこの郷土に愛着を持っているかというとこ

ろを読み取って、支給したほうが効率がいいんじゃないかなと思います。 

    例えば、学校の同窓会とかＯＢ会とかあると、そういうのに毎年お金を払って参加し

ている人は大体限られてくるんですよ。そういう人は自分たちの学校のためというこ

とで、絶えず話し合って、組織を強化しようとかいろいろ考えたりするんですけれど

も、それも学生時代を見ていると、こういうタイプのやつはよかったなとか、教育者

だったら大体気がつくと思うんです。そういう観点の加点を高くしてあげたほうが地

域に残れるんじゃないかなと思います。 

    代々そこに住んでいて、例えば農家とかやっている家庭というのは、当然誰かしら残

るはずです。そういう人を優先してあげるとかということになってくると、その方が

やはり優秀であれば、独自に商売をつくり出して、地域の活性化につながるのではな

いかなと、見るんですけれども。それは参考までの意見として申し上げます。 

Ｑ：財政のことで伺いたいんですけれども、194億円の税収、一般財源がありますが、昨



 

年は197億円で、収入が減っている中で、5,700万円の新しい事業をやるというのは、

非常にやりくりが大変だったのかなと思うんです。消防費と土木費が結構減っている

んですけれども、これはどういう事業を見直したのでしょうか。 

Ａ：土木費と消防費が減額になった理由は、即答できないんですけれども、やはり１年

間の財政の中で行財政改革といいますか、事業の見直し等をしながら精査した結果と

思っております。その中で、ずっと継続していて、本当に今後それが必要な事業なの

かという、思い切った決断というのもしていく必要もあったと思いますし、各部署が

予算の取り合いではなくて、やはり本当に今後必要なのかどうかという、そういった

ところをみんなで共有しながら、必要なところには必要なものをという考えのもと、

予算が設定されました。 

    個別な土木費の減額というのはお答えできませんので、局長から後ほど、お答えさせ

ていただきたいと思います。 

Ｑ：今回40人の枠で37人の申込みということですけれども、例えば50人、60人申し込ん

できた場合の人数調整はどのように考えているんでしょうか。 

Ａ：今回40人の中で37人、その中からまた所得要件となります。まず申請された方が全

て、資料の10ページにあります要件に合うかどうかを見ます。さらに所得基準も全て

合う、そういった方が40人を超えた場合どうするかというところなんですけれども、

最終的には奨学金給付審査会に諮ってとなりますけれども、案の中では認定所得率の

低い方からとっていくのが第一条件と、あと申請書の中に米原市への卒業後の定住の

思いでありますとか、そういった作文を書いてもらうのがあります。その中で、やは

りそれも審査の対象となっておりますので、単なる給付金をもらって大学に行きたい

ではなくて、こういった学業をして、学問を身に付けて、知識を身に付けて、こうい

ったことを定住したことによって貢献したいというような文を作文の審査もしながら、

いろいろなことを加味しながら40人の枠を決めていきたいと思っております。 

Ｑ：事前に質問も何点か出させていただいたんですが、本当に教育が人をつくるという

ことで、国も給付型奨学金制度の構築拡充を考えてきている中で、市でこういうふう

に取り組まれていることは大変すばらしいなと思って、今日は来させていただきまし

た。 

    今、定住を要件とするということで、ここにいる方が出ていかないということも大事

ですけれども、東京の23区では、この区ではこういう施策をやっているというと、お

母さん方の中でそれが広まって、そちらに越していく方もいらっしゃるとも聞いてお

ります。 

    こうした中で、ここの市でこれが始まったということで、これからでしょうけれども

転入をされてくる方の効果とか、そういうことについてはどのような思いで見られて



 

いるのかというところがあれば、教えていただきたいと思います。 

Ａ：この給付型奨学金制度をつくったことによって、今いる人がこの制度を利用して米

原市に定住していただく、先ほど委員おっしゃったように、市外からこの制度がある

ので、今は小学生だけれども、将来この給付型があるのであれば米原市にというとこ

ろですが、この給付型奨学金だけでなかなか定住であるとか、転入を促進というとこ

ろは難しいかと思います。 

    先ほども言いましたように、子育てがしやすいというところで、保育料の無償化であ

るとか、そういったところのＰＲも含めながら、そして交通の便が、新幹線とかＪＲ

とかはいいんですけれども、山間部でありますとか、路線バスの問題とか、公共交通

の問題もあります。そういったところの解消を含め、やはりここに住んでいてよかっ

たというところも全部含めながら、自然豊かな米原市で子どもたちを育てたいという

ところで、新たに転入してくださる。そして、高齢者も今まで不便だったけれども、

こういう交通機関が便利になったので、やはりこのままここにいよう、ここに住んで

いてよかったねとかいうような、そういったことが実感できるように、あらゆる角度

からする必要があるかと思います。 

    給付型奨学金制度をつくって、この制度でこれだけ転入者が増えたとか、定住がこれ

だけ促進できたというのは、なかなか読み取れないんですけれども、そういったもの

もいろいろ含めながら、今後の施策を展開していきたいと思っております。 

Ｑ：教育委員会で奨学制度を担当しております。 

    私のほうから３点お聞きしたいんですけれども、まず１点目は、この制度の周知の仕

方ですけれども、こちらを見させていただくと、申請書の設置場所で市役所と図書館

と、それから滋賀県内の高等学校と書いてあります。そうしますと、今、市内の方が

県外に行く方は少ないのかどうなのかというのが少し気になったんですけれども、う

ちの区もやはり、中学校まではいいんですけれども、高校になると23区のいろいろな

学校に行くというところもあって、その周知方法をどうすればいいのかというのが一

番悩んでいるところです。その辺、周知の仕方で一番ご苦労されていること、こうい

うふうにされたということも含めて、教えていただきたいと思います。 

    第２点目ですけれども、先ほど定住６年間というお話がありました。その根拠につい

ては、市民税の負担額のおおむね２分の１ということですが、いろいろな検討をされ

たと思うんですけれども、ほかにどのような形でご検討されて、結局６年間にしよう

とされたのか、その経緯について教えていただければと思います。 

    第３点目が、今までは貸与という形で、給付型ではなかったと思うんですけれども、

先ほど副議長からもお話がございましたように、二つの制度があるといろいろ問題が

あると思うんですけれども、その辺でご苦労されていることなどがありましたらお願



 

いします。 

    また給付金でない場合は、先ほどもお話が出たんですけれども、雇用状況とか体調の

面で返済できないで、滞納するケースというのが結構あるかと思うんですけれども、

その辺を含めて教えていただければと思います。 

Ａ：第１点目のこの制度の周知方法というところで、昨年度は12月議会で成立した後、

１カ月ほどしかありませんでした。今回は、去年から含めて、今年は10月から広報な

りこのチラシを配布させていただきます。去年から始まった制度ということで、この

平成30年度に入学した方も今度は２年生になります。その２年生も手を挙げることが

できますので、そういった方は募集期間が終わって間に合わなかった、又は、今年は

所得基準で合わなかったけれども、今年は合いそうだという人は、またこの機会に申

請していただくことができますので、そういった意味で、去年より少し早く周知がで

きるかなというところもあります。 

    あと、昨年は学校教育課の協力を得まして、中学生がどこの高校に行っているかとい

うような一覧表をもらいまして、その高校に全て連絡をとりました。進路指導課の先

生方にこういった制度がありますのでということで連絡をとりまして、どの子が米原

市かというのまでは高校のほうも難しいですけれども、そういった進路の多分部屋が

あるかと思いますので、そういったところにチラシを置いていただく。そして、米原

市には二つの高校があります。その高校には説明に行きました。そして、そのうちの

一つには、ちょうどタイミングがよかったんですけれども、卒業後の進路相談という

集会みたいのをされているところがありまして、米原市では新しくこういった奨学金

制度をつくりますというところで、高校生に向かって説明をさせていただいたところ

です。 

    あと、いろいろな広報媒体ですね、広報紙を含め、フェイスブック、ホームページも

当然ですけれども、いろいろな媒体を使って周知をしていきました。今後も同じよう

にしていきたいと思っております。 

    あと、２点目の６年間の根拠というところです。１人が大学に４年間行ったら給付金

額は144万円になります。この144万円を定住することで、市民税として納付していた

だくシミュレーションしました。公務員で大学生の初任給がだんだん上がってきてと

いうシミュレーションをしましたところ、144万円を市民税で納付いただくのに大体十

二、三年というところでした。 

    当初、定住期間を10年という考えもあったわけですけれども、10年なり12年の中には、

先ほども言いました税収だけではない地域貢献、消防団に入ってボランティアをする、

いろいろなところで活動する、定住するというところが大前提ですが、またそこで結

婚したらお家を建てて固定資産税も入ってくるとか、いろいろなことを加味しながら



 

半分にしようと。その６年というのは、年齢にすると大体22歳から28歳です。その６

年間は、今後の将来設計の中で今後このまちに住もうとか、就職をどうするかとか、

人生設計の中でおおよそのことが決まる６年であろうというところも、一つの考え方

でありました。そういったところから、12年の半分の６年としたところです。 

    本当は10年見る必要があるのでは、定住するのはやはり10年と長いスパンが定住では

ないかというご意見もあった中で、一つには卒業後、その人が定住するかどうか。定

住しなかったら返還を求めていく、ではその返還に対しての事務手続、先ほど議会の

いろいろな意見の中にも、事務手続をどうするんだ、事務処理が大変ではないかとい

う、それが一番心配だという議員の方もいらっしゃいました。財源もそうですが、そ

の後の事務処理も大変である。そこに10年となってくると大変なニーズになってくる。

そういった側面もありつつ、少し事務的な話なんですけれども、その６年の間には今

後の人生設計が決まるであろう、そして地域貢献という負荷がつくというところで、

12年の半分の６年としたところであります。 

    そして貸与型と給付型の並行というところで、今までは貸与型で奨学金制度を米原市

は持っていました。この貸与型は基金での運用となっております。よって８人が限度

となっていました。 

    今後は、平成30年度以降は、給付型の新しい奨学金制度をつくりましたので、平成30

年度以降の入学者につきましては、給付型に移行していくというところで、今貸与を

受けていらっしゃる方はそのまま制度を残します。その方が卒業されるまでは制度を

残しつつ、時限というところで、平成32年度末でこの貸与制度は終了するところにな

っています。並行するのは、あと３年になります。ということで、平成30年度からは

給付型奨学金制度ということで進めていくところです。 

    あと、貸与型の方の返還ですけれども、ここ最近、滞納は１回もありません。 

Ｑ：制度の概要の17ページのところで、Ｕターンの目標数、これ多分予算額を試算する

ために出した数値目標の40人ということだと思うんですけれども、実際、今後この中

で、成果としておおむねどのくらい帰ってきていただければよしとするのか、絶対こ

の数字にしなくちゃいけないというわけじゃなくて、担当の思いとしては、その目標

はありますか。 

Ａ：やはり40人と定めたからには40人というところです。ただ、やむを得ずという方が

どうしてもいらっしゃいますので、そこはいたしかたないかなと。でももう当初のこ

の申請の段階から、卒業後は定住するというところを大前提としておりますので、や

はりこの40人は定住していただくというのが、大前提の目標としております。 

Ｑ：目標を達成するには、事前の質問の中にありましたけれども、やはり定住策という

のも充実させていかないと、なかなかそういうことになっていかないと思いますので、



 

この制度に期待をしていますので、是非頑張っていただきたいと思います。 

Ｑ：今年度は応募に対して、最終的には１人、大学進学を辞退された方がいらっしゃっ

たようですけれども、他に対象にならなかった方は基本的には所得ですか。 

Ａ：そうです。 

Ｑ：制度のことで、例えばこれ成績要件がないので留年した場合だと、５年行くと１年

返還していくのか、それとも待ってくれるのかというのと、あと奨学金という制度の

性格として、このお金で学問してくださいねというものなので、今、大学生が対象で

すけれども、この先大学院に進学した方とか、そういった方を応援してあげるという

ような、そういった将来的なお考えがあるのかということと、あとこの制度自体は教

育委員会が所管していますけれども、市長さんの定住促進という、そういった側面が

非常に強い政策だと感じているんですけれども、やはりこれは市長が強い意志でつく

ったものなのでしょうか。その点をお願いします。 

Ａ：政策に関しましては、市長の公約の１番目でありました。新しい給付型の奨学金制

度をつくるということで、教育委員会が所管はしておりますけれども、当時の政策部

門と一緒になって、こういった制度を構築していったところであります。 

    大学院の方は応援しないのかというのはありますけれども、基本、給付は最長４年と

いうところで、普通、大学を卒業したら市内に戻ってきます。ただ、まだ大学院に行

っていらっしゃる方、続けて学問に励みたいという方は、市外にいらっしゃっても返

還猶予させてもらっております。 

    あと、成績要件がないというところで、毎年成績証明書を提出するということを定め

ておりまして、理由なく退学とかされましたら当然、返還の対象です。例えば留学の

ために１年間休学をされるというところですと、その間は給付を停止します。５年間

行かれるんですが、最長４年ということですので、５年間行かれてもその１年分はな

いということになります。最長４年というところで決めております。 

Ｑ：単位が足りず、ただの留年の場合、５年行くことになったらどうですか。 

Ａ：５年目はないです。 

Ｑ：出ないんですけれども、大学に在籍している間の返還はないということですね。 

Ａ：そうです、大丈夫です。 

Ｑ：じゃあ１年間猶予があるということですね。 

Ａ：いただいた資料を見て気がついたところですけれども、これから40人という形で給

付型を開始していくに当たって、定住される方が毎年40人確保できるというような、

そういう皮算用みたいなところがあると思うんですけれども、その方々をフィーチャ

ーして、米原市で暮らす若い方というふうな形でシティプロモーションであるとか、

これからのまちづくりのコアの部分であるとか、そういう部分に発展させていかれる



 

ようなことを今後検討されるのかなというのをお伺いしたいと思います。 

Ｑ：貴重なご意見ありがとうございます。 

    まだ今後の話になりますけれども、教育の部門だけではなくて、そういった政策と連

携しながら、今後卒業された方が定住されて、その方がどういった活動をしてくださ

るのかというのを、私どもも一緒になって考えていきたいなとは思っているんですけ

れども、具体的に何かをしてもらうというところまでの検討までは至っておりません。

でも、その人たちがまた今後の人たちのために、自分たちはこういう制度を使って米

原市に住んでいる、そういったところのＰＲを含めて、ほかの方が米原市に定住して

いただくような、そういった活動もしていく必要もあるかなと思います。今、委員か

ら貴重なご意見をいただきまして、今後の参考にしたいと思います。 

Ａ：先ほど委員のほうから、平成30年度当初予算の歳出の部分でご質問がありました。 

    １点目は防災費と土木費が減額されているという中で、今回このような給付型の部分

の財源をよく捻出してこられたねというようなご質問だったと思うんですが、まず平

成29年度当初、これは通年と書いてあります。と申しますのは、市長選挙がございま

して、要は骨格予算で最低限の義務的経費を計上させていただいております。 

    それと、委員ご指摘の消防費と土木費の部分ですが、消防は、広域行政事務組合が消

防署を新築しています。その部分の負担金が減額されているという見解です。 

    あと、詳細なことについては勉強不足で申し訳ございませんが、平成29年度当初は骨

格予算、要は市長選挙があるということで最低ラインの部分と、それと、広域の負担

金等を精査した結果、このような予算状況になっているということでございますので、

ご了解お願いいたします。 

 


